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１．高齢者住まい法改正の概要（サ高住関係） 3

○法令改正 令和４年５月18日
施行通知：R4.4.27 老高発0427第1号 国住心第

145号
→契約・交付等の電磁的記録に関して明記

○省令改正 令和４年９月１日
施行通知：R4.8.18 老高発0818第2号 国住心第
341号
→・状況把握・生活相談サービスの常駐緩和
・運営情報の一部項目を開示必須、登録事項

へ追加
・5年更新時の変更が無い書類の添付省略

○県サ高住指針の改正令和４年12月20日
→上記改正の反映
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新しい様式

令和４年９月１日以降に登録申請を行うもの
・新規登録
・更新登録

※変更届出は
状況把握・生活相談サービスの変更は
別添４の１のみ新様式に差し替え

１．高齢者住まい法改正の概要（サ高住関係）
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追加項目

・水道光熱費の支払方法
・大規模修繕以外の計画的な修繕予定
・更新申請前の一年間における入退去者の数
・保健医療サービスを提供する体制に関する事項
・緊急時における対応の内容
・生活相談サービスの内容
・入居者の健康状態に合わせた食事対応、

配食対応の有無
・運営方針

１．高齢者住まい法改正の概要（サ高住関係）
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＜日中の常駐を必須とする例＞
・入居者の健康状態が悪化しており、体調に急変が生じる

恐れがある場合
・要介護・要支援状態の入居者がいる場合

＜常駐しない場合の注意点＞
・入居者の健康状態に限らず、社会状況の変化も踏まえて

ご検討ください。（感染症の流行等、面会制限の実施や
来訪者の健康状態の把握が必要となる場合は常駐が
必要です）

・入居者の状態を踏まえて入居者の処遇に支障がある
場合に、常駐可能な体制を構築する必要があります。

１．高齢者住まい法改正の概要（サ高住関係）



（参考）登録後の主な流れについて
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登録後、５年毎に更新が必要です
（令和５年度の更新対象は、平成２５年度・平成３０年度に登録した物件です）
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２．完了報告・完了検査について

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/satsuki/top.html

＜注意点＞

登録の内容と現地の状況に相違がある場合は、改修や変更登録を行う必要があります。
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２．完了報告・完了検査について

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/satsuki/houkoku.html

完了報告書の記載方法、添付書類の注意点は県HPに掲載しています。
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３．定期報告について

《お知らせ》

定期報告対象となるサ高住は、メールにて登録事業者あてに依頼しています。

未提出の場合は、早急にメール又は郵送でご提出をお願いいたします。

【今年度の〆切は令和５年10月31日（月）】
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３ ．定期報告について

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/satsuki/houkoku.html

記載方法、添付書類の注意点は県HPに掲載しています。
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４．立入検査について

《お知らせ》

立入検査対象となるサ高住には、検査日の約１カ月前に登録事業者あてに
通知しています。通知をご確認いただき、当日の検査立会いとともに、
事前提出資料等の提出を忘れずに行ってください。
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４．立入検査について

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/satsuki/kensa.html

主な指導事項（例）

特定寝室の寸法が図面と異なり、面積が基準（９㎡以上）に適合していない

面積が不足する場合は、収納を変更するなどの措置が必要になります。
（計画段階から、施工誤差を考慮して余裕を持って設計することが望ましい）

バルコニーのまたぎ段差が、基準 （180㎜以下） に適合していない

段差が基準を満たさない場合は、床全体を底上げするなどの措置が必要になります。

共同階段の手すりの設置高さが、基準 （高さ700㎜～900㎜） に適合していない

階段の手すりの高さは、段の先端（段鼻）の部分からの高さを測ります。

共同利用設備が、倉庫など管理用のスペースとして使用されている

共同利用設備は、原則として入居者がいつでも自由に利用できなければいけません。
（日常的に職員用スペースとして利用したり、倉庫などにすることは出来ません）
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４．立入検査について

登録内容と異なるサービスを提供している

主な指導事項（例）

基本
サービス

のみ

基本
サービス

有料老人ホーム非該当 有料老人ホーム該当

＋

食事サービス、介護サービス など

変更
有料老人ホーム設置運営指
導指針が適用となるほか、
建築基準法の用途変更の手
続きや、消防法へ適合させ
るなど、構造・設備の改修が
必要となる場合もあります。

基本サービス （安否確認・生活相談） のみを提供しているサ高住が、食事サービスや介護
サービスなど、他のサービスを提供する場合は、有料老人ホームに該当することになります。
サービス内容を変更する場合は、予め高齢福祉課にご相談ください。
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《お知らせ》
令和４年９月１日から、提出した書類から変更がない添付書類を
省略することが可能となりました。

更新登録対象となるサ高住については、満了日の約半年～１カ月
前に登録事業者あて
に通知しています。更新登録を行わないと、サ高住として運営出来
なくなりますので、
遅れずに手続きしてください。
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登録の更新（法第５条第２項～第４項）

有効期間の５年間を経過した後もサ高住として運営する場合は、有効期間満了日
までに登録の更新申請を行ってください。

有効期間満了日の１カ月前を目途に、余裕をもって手続きしてください。

５．登録更新について



６．市町村への意見聴取手続き

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/satsuki/ikenchosyu.html

県内では
1２市町で

意見聴取が
必要です

（令和４年９月末時点）
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７．補助制度および税制概要について

国の補助制度について、期間が令和７年度まで延長されました。
詳しくは「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」のホームページでご確認ください。

http://www.koreisha.jp/service/
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７．補助制度および税制概要について

http://www.koreisha.jp/service/

国の補助事業に、既存改修事業が補助対象に追加されました。
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７．補助制度および税制概要について

┗ 問合せ先:建設地の市町村の税務担当部署

┗ 問合せ先:建設地を所管する県税事務所
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８．情報提供システムの運営情報

https://www.satsuki-jutaku.jp/about_op.html#op4

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム運営情報の
入力・更新にご協力ください。
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８．情報提供システムの運営情報

https://www.satsuki-jutaku.jp/about_op.html#op4
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登録等の手引きについて

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/satsuki/top.html#tetuduki

<注意>

補助制度や法令等の改正状況は、

それぞれの最新情報をご確認ください。

手引きは、県ホームページからもダウンロードできます。
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